
議 案 第 １ ２ 号

権 利 の 放 棄 に つ い て

別 記 の 通 り 権 利 を 放 棄 す る の で ， 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ０ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め

る 。

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ４ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

議１２



記

１ 放 棄 す る 権 利 の 内 容 及 び 相 手 方

伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 伊 丹 市

条 例 第 ９ 号 ） に 基 づ き ， 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 に 係 る 災 害 援 護 資 金

の 貸 付 け を 受 け た 者 に 対 し て 有 す る 一 切 の 権 利 （ 未 償 還 元 本 及

び こ れ ら に 対 す る 利 子 等 ）

２ 放 棄 の 理 由

本 市 か ら 兵 庫 県 へ の 災 害 援 護 資 金 の 償 還 期 限 が 今 年 度 末 に 到

来 す る こ と を 踏 ま え ， 災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 受 け た 者 の 資 力

の 状 況 ， 居 所 不 明 等 の 事 情 に よ り 償 還 金 の 徴 収 が 望 め な い こ と ，

及 び 今 後 償 還 事 務 を 継 続 し た と し て も ， 債 権 管 理 に 係 る 事 務 費

用 が 償 還 額 を 上 回 る 見 込 み で あ り ， 事 業 の 継 続 が 困 難 で あ る た

め 。
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